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【最新ニュース・クリッピング】 

○ 法律・法規等 

1. 工商総局、「企業名称使用禁止制限規則」などで意見募集(工商総局公式サイト 2017年 7月 3日) 

 

○ 中央政府の動き 

1. 国務院が「放管服改革」重点任務の役割分担案を発表、知的財産権侵害取り締まりを強調(中国知

識産権資訊網 2017年 7月 13日) 

2. 工商総局馬正其副局長、インドとネパールを歴訪(工商総局公式サイト 2017年 7月 12日) 

3. 商標局、商標登録異議申立人の変更が可能に(工商総局公式サイト 2017年 7月 11日) 

4. 国の 3部門が「十三五技術標準科技革新計画」を共同発布(国家知識産権戦略網 2017年 7月 11

日) 

 

○ 地方政府の動き 

1. 北京知識産権局、冬季五輪知的財産権保護シンポジウムを開催(国家知識産権網 2017年 7月 12

日) 

2. 北京知識産権局、電子商取引知財保護シンポジウムを開催(国家知識産権網 2017年 7月 10日) 

3. 広東省知識産権局と広東金融学院、知的財産権人材育成で提携(国家知識産権網 2017年 7月 5日) 

 

○ 司法関連の動き 

1. 重慶市検察院「指導意見」、知的財産権司法保護を強化(中国打撃侵権工作網 2017 年 6月 29日) 

 

○ 統計関連 

1. デジタル出版産業、昨年総収入が 5700億元、29.9％増(中国知識産権資訊網 2017年 7月 13日) 

2. 戦略的新興産業付加価値の対 GDP比、今年 10％に(国家知識産権戦略網 2017年 7月 11日) 

 

=============================================================================== 

●ニュース本文 

 

○ 法律・法規等 

★★★1. 工商総局、「企業名称使用禁止制限規則」などで意見募集★★★ 

 企業名称審査手続きの規範化と企業名称対照システムの構築・整備を進め、より便利な企業名称登

記サービスを申請者に提供することを狙い、国家工商行政管理総局は、「公司法」や「企業法人登記

管理条例」、「公司登記管理条例」、「企業名称登記管理規定」、「企業名称登記管理実施弁法」と

企業名称登記管理改革に関する同総局の関係文書に基づいて、「企業名称使用禁止制限規則」と「企

業名称の同一・類似対照規則」の意見募集稿を作成し、公表した。7月 10日まで一般向け意見募集を

行う。 

 2つの意見募集稿に関する意見は下記の方法で提出することができる。 

 ▽オンライン提出：国家工商総局公式サイト（http://www.saic.gov.cn） 

 ▽書簡：北京市西城区三里河東路 8号国家工商総局企業登録局（郵便番号：100820） 

(出典：工商総局公式サイト 2017 年 7月 3日) 
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○ 中央政府の動き 

★★★1. 国務院が「放管服改革」重点任務の役割分担案を発表、知的財産権侵害取り締まりを強調★

★★ 

 国務院弁公庁がこのほど、「全国の行政スリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービス最適化

（放管服）改革深化に関するテレビ電話会議の重点任務の役割分担案」を発布した。 

 同「役割分担案」は、▽生産現場の安全性対策、食品薬品などの分野における人々の健康や生命を

脅かす行為、▽模倣品製造販売、価格詐欺、虚偽広告、電信詐欺、知的財産権侵害など、市場秩序に

深刻な影響を与える行為――を厳しく取り締まる方針を明確にした。 

 このほか、「役割分担案」は、就業、創業の促進、市場主体の負担軽減、投資促進、公平なビジネ

ス環境作りなどを強調した。 

(出典：中国知識産権資訊網 2017 年 7月 13日) 

 

★★★2. 工商総局馬正其副局長、インドとネパールを歴訪★★★ 

 7月 2〜9日、国家工商行政管理総局の馬正其副局長率いる代表団がインドとネパールを訪問した。 

 馬副局長はインドでインド競争委員会（CCI）シーゲル議長と会談を行った。中国はインドの最大の

貿易パートナーと輸入先国で、両国間の企業による投資活動は活発化している。馬副局長は、競争分

野の法執行活動で重要な役割を果たし、CCIとともに企業の経営環境を守りたいと語った。シーゲル議

長はこれに賛同し、双方による協力覚書の締結を通じてより実務的で効率的な交流、協力を展開した

いと表明した。 

 ネパールにおいて、馬副局長はネパール工業省、ネパール供給省などの責任者と会談し、国家工商

総局とネパール工業省間の市場アクセスに関する協力覚書に署名した。双方はまた、消費者権益保護

分野の協力事業について意見を交わした。 

(出典：工商総局公式サイト 2017 年 7月 12日) 

 

★★★3. 商標局、商標登録異議申立人の変更が可能に★★★ 

 7 月 4 日、国家工商行政管理総局商標局が通達を出し、商標登録異議申立人の変更手続きを公表した。

今後、商標登録異議申立人の変更が可能になる。 

 登録商標異議申立人の変更は、異議申立書提出後から異議決定が下された間において、申立人の異

議申立に関する先行権利が同案件以外の第三者に移転され、その第三者が申立人の地位を承継するこ

とを指す。 

 通達によると、異議申立人の変更は、第三者が異議申立補充書類を提出して商標局に申請しなけれ

ばならない。必要書類に申立人変更申請書、身分証明書、先行権利移転証明書、元異議申立人による

変更同意書などが含まれる。 

(出典：工商総局公式サイト 2017 年 7月 11日) 

 

★★★4. 国の 3部門が「十三五技術標準科技革新計画」を共同発布★★★ 

 中国科技部、国家質量監督検験検疫総局、国家標準委員会はこのほど、「『十三五』技術標準科技

革新計画」を共同で発布した。同「計画」の発布は、技術標準戦略の実施徹底を加速し、標準化と科

学技術革新、産業グレードアップの協働発展を促進する上、重要な意義があるとみられる。 

 「計画」は技術標準に関する革新目標として、国家標準 1000件以上と国際標準 200件以上の策定、

50 の国家級技術標準革新拠点の整備、多数の重要な団体標準の形成、標準化分野の国際的な視野を有

する複合型人材の多数育成――などを掲げている。また、重点任務として、▽技術標準の策定におけ

る科学技術の牽引役割の増強、▽技術標準による科学技術成果の転化、応用の促進、▽中国標準の国

際競争における優位性の育成、▽企業などの技術標準策定能力の向上、▽技術標準革新の協働推進メ

カニズムの整備――の 5つを明確にした。 
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(出典：国家知識産権戦略網 2017 年 7月 11日) 

  

○ 地方政府の動き 

★★★1. 北京知識産権局、冬季五輪知的財産権保護シンポジウムを開催★★★ 

 2022年の北京冬季オリンピックに関する知的財産権保護活動の徹底を狙い、北京市知識産権局は 7

月 7 日、河北省張家口市で冬季オリンピック知的財産権保護体制を討議するシンポジウムを開催した。

国家知識産権局、北京市知識産権局、河北省と張家口市の知識産権局、冬季オリンピック弁公室など

の責任者がシンポジウムに参加した。 

 北京市知識産権局の潘新勝副局長は、今回シンポジウムで段階的な成果を取得したとの認識を示し

た上、今後、2022年冬季オリンピックで直面する新課題についてさらなる研究を進める方針を明確に

した。 

 シンポジウムにおいて、北京市知識産権局は冬季オリンピック知的財産権保護体制に関する研究成

果、研究計画を説明し、河北省知識産権局と北京市知識産権局はそれぞれ、冬季オリンピック知的財

産権保護に関する立法作業の進捗状況を説明した。参会者らは冬季オリンピックの知的財産権保護活

動の内容について議論を交わした。 

(出典：国家知識産権網 2017年 7月 12日) 

 

★★★2. 北京知識産権局、電子商取引知財保護シンポジウムを開催★★★ 

 7月 5日、北京市知識産権局が電子商取引分野の知的財産権保護に関するシンポジウムを開催した。

北京市の電子商取引企業 20数社の代表が参加した。 

 シンポジウムにおいて、市知的財産権執法処の責任者は、北京市の電子商取引分野で進めている知

的財産権侵害摘発活動の任務、目標、進捗状況と今後の活動計画を説明した。朝陽区知識産権局と大

興区知識産権局の責任者は知的財産権の迅速な保護、研修訓練活動などに関する政策、措置を PR した。

電子商取引企業の代表はそれぞれの知的財産権保護の基本状況と主な手段を紹介した。また、参会者

らは越境電子商取引分野の専利（特許、実用新案、意匠）保護、グラフィカルユーザインタフェース

(GUI)関連専利の出願などの課題をめぐって議論を交わした。 

(出典：国家知識産権網 2017年 7月 10日) 

 

★★★3. 広東省知識産権局と広東金融学院、知的財産権人材育成で提携★★★ 

 7月 3日、広東省知識産権局と広東金融学院は戦略的協力協定を締結した。省知識産権局の馬憲民局

長と広東金融学院の李建軍書記が「知的財産権人材育成活動の協力の共同強化に関する協定」に署名

した。双方は、知的財産権人材の育成、知的財産権と金融資源の融合、知的財産権価値評価などの分

野で協力を深める。 

 馬局長は、金融資本と知的財産権資本の効果的な融合、相互支援を強化する必要性を強調した。双

方の協力事業において、▽知的財産権金融商品の研究開発強化、▽知的財産権金融分野の複合型高度

人材の育成強化、▽大学生の知的財産権意識の向上、▽全方位的な協力事業の促進――に注力しなけ

ればならないとの認識を示した。 

 省知識産権局の謝紅副局長は同局の概況、知的財産権人材育成活動などを説明し、広東金融学院の

劉春陽副学長は同学院の知的財産権教育、研究、管理に関する活動状況と実績を説明した。 

(出典：国家知識産権網 2017年 7月 5日) 

 

○ 司法関連の動き 

★★★1. 重慶市検察院「指導意見」、知的財産権司法保護を強化★★★ 

 6月 24日、重慶市検察院が「検察職能を全面的に履行し、財産権司法保護を強化することに関する

指導意見」を発布した。国の総体的計画と重慶市の地域発展戦略を中心に、供給側構造的改革を積極
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的に支援し、財産権保護の法治化を推進し、重慶市の経済・社会の持続的で健全な発展を守るよう求

めた。 

 この中で、知的財産権の司法保護強化を強調した。「西部イノベーション中心地」整備を目指し、

専利（特許、実用新案、意匠）権、商標権、著作権、営業秘密などに関わった犯罪を法に則って懲罰

し、重慶自由貿易試験区、ハイテク開発区、経済開発区などに入居するハイテク企業、イノベーショ

ン型主力企業の知的財産権を重点的に保護する。また、インターネットを利用した知的財産権犯罪の

証拠基準の細分化、捜査活動の早期参与などを通じて、摘発能力を高めることとしている。 

(出典：中国打撃侵権工作網 2017 年 6月 29日) 

 

○ 統計関連 

★★★1. デジタル出版産業、昨年総収入が 5700億元、29.9％増★★★ 

 7月 11日に北京で開幕した第 7回中国デジタル出版博覧会で、「2016〜2017中国デジタル出版産業

年度報告」が発表された。昨年、中国のデジタル出版産業の総収入は 5700億元を超え、前年より

29.9％増加した。 

 この中で、インターネット定期刊行物、電子図書、デジタル新聞の総収入は 2015年より 5.44％増の

78 億 5000万元、デジタル出版総収入に占める比率は 1.37％。モバイル出版は 1399億 5000万元、オ

ンライン教育は 251億元、ネットゲームは 827億 8500万元で、3者合わせて全体の 31.56％を占め、

2015年より 2.49％増加した。 

 また、報告によると、インターネット文学は引き続き良好な発展傾向を維持し、デジタル教育出版

は明らかに成長し、業界管理メカニズムは一段と改善されていることがわかった。 

(出典：中国知識産権資訊網 2017 年 7月 13日) 

 

★★★2. 戦略的新興産業付加価値の対 GDP比、今年 10％に★★★ 

 中国の戦略的新興産業の付加価値が国内総生産（GDP）に占める比率は今年、10％前後に達する。7

月 5日、国家信息センターが主催する戦略的新興産業発展サミットに出席した国家発展改革委員会の

費志栄副秘書長が明らかにした。昨年末に発布された「『十三五』国家戦略的新興産業発展計画」に

よると、同比率は 2020年に 15％に達する見通しである。 

 今年 1〜5月、戦略的新興産業の重点業界による主要業務の営業収入は前年同期比 13.3％増加した。

利益額は同 15.3％増加し、利益率は前年同期の 7.8％から 8.1％に上昇した。この中で、新エネルギー

発電業の利益率が 32.1％、医薬製造業の利益率が 10.7％、電子計測器業の利益率が 10.1％となってい

る。 

 費副秘書長は「今後 5〜10年は新ラウンド科学技術革命の重要な時期となる」との認識を示した。

さらに、国は政策環境の改善を進め、財政資金の牽引役を生かし、戦略的新興産業に対する金融資本

の支援を奨励する方針であると表明した。 

(出典：国家知識産権戦略網 2017 年 7月 11日) 
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【配信停止・配信先変更】 

配信停止を希望される場合は、下記の URLにアクセスの上で「Unsubscribe」ボタンを押して下さい。 

配信先を変更したい場合は、配信停止をした上で、新たな Eメールアドレスをご登録ください。 

https://www.jetro.go.jp/mail5/u/l?p=tTW_GIj5ntM53_3CF1ZAZAZ 

【ご感想・お問い合わせ】 

本ニュースレターに対するご感想・お問い合わせ等がございましたら下記までご連絡下さい。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所知的財産権部 

TEL：+86-10-6528-2781 
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E-Mail：pcb-ip@jetro.go.jp 
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